
堀　原　運　動　公　園　利　用　料　金
R６．１０．１ 改定

（ア）　普通利用料金

個人利用料金

（単位　円）8時30分から 12時から 8時30分から １時間ま 8時30分から 12時から 17時から 8時30分から １時間ま 8時30分から 12時から 17時から 8時30分から １時間ま

12時まで 17時まで 17時まで でごとに 12時まで 17時まで 21時まで 17時まで でごとに 12時まで 17時まで 21時まで 17時まで でごとに

4,060 5,030 8,350 1,230 12,290 15,000 24,820 3,580 41,660 50,250 83,180 12,040

6,260 8,350 12,290 1,730 18,680 24,820 37,350 5,160 61,820 83,180 123,500 17,080
武 ２時間ごとに 6,640 7,990 12,900 1,840 19,790 23,700 22,360 38,710 5,530 165,140 197,340 186,650 322,790 46,690

１人につき　 2,700 2,960 4,920 850
道 180 2,700 2,960 4,920 850

3,070 3,690 5,530 920
館 会議室 1,730 2,080 2,960 680 5,160 6,260 8,720 2,080 10,330 12,290 20,030 4,060

小会議室 1,730 2,080 2,960 680 5,160 6,260 8,720 2,080 10,330 12,290 20,030 4,060

アマチュアスポーツ

・　上記料金表の該当欄の額 ・　上記料金表の該当欄の額

・　最高入場料金×１００人分×０．７ ・　最高入場料金×１００人分

・　入場料金総額×０．１×０．７ ・　入場料金総額×０．１

・　３００，０００円

上記のうち最も高額のものを利用料金とする 上記のうち最も高額のものを利用料金とする

備考 その他

1 　やむを得ない理由により許可利用時間を超えて利用するとき，又は８時３０分から１７時までの時間の区分によらないで利用するときは， ①行為利用料金（物品の販売等）

その超える時間又は利用時間について，この表の「１時間までごとに」の欄に掲げる金額による利用料金を徴収する。 　１日１店舗につき 1,260 円

2 　利用時間が許可利用時間に満たない場合は，時間割計算は行わない。 ②行為利用料金（写真撮影）

　１日カメラ１台につき 710 円

③行為利用料金（映画撮影）

　１日につき 11,150 円

④２０１人以上での利用で普通利用料１.５倍徴収

⑤２０人以上は団体利用料金適用

入場料金を徴収する場合　　　　におけ
る普通利用料金

アマチュアスポーツ以外

時　　間　　区　　分 時　　間　　区　　分

団　体　利　用　料　金　（単位　円） 団　体　利　用　料　金　（単位　円） 団　体　利　用　料　金　（単位　円）

アマチュアスポーツ 営利・宣伝を目的としないアマチュアスポーツ以外の催物 興業及び営利・宣伝を目的とする催物
有　料　公　園

野　球　場

大　道　場

柔　道　場

剣　道　場

弓　道　場

施　　設　　名

競　技　場

時　　間　　区　　分

会　議　室



（イ）　特別利用料金 R６．１０．１ 改定

8時30分から 12時から 8時30分から １時間ま

12時まで 17時まで 17時まで でごとに

2,080 2,080 3,940 500

2,080 2,080 3,940 500

1,060 1,060 2,080 390

2,080 2,080 3,940 560

照明使用電力及び冷暖房料

通常 夏季

4～6月，10～３月 ７～９月

アリーナＬＥＤ１列につき １～１０列まで 30 30
アリーナＬＥＤ１列につき １１～１２列まで 50 60

20 20

70 70
第２ボーダー 50 50
ステージ天反　１列につき １～２列まで 70 80
冷房料（全面） １時間あたり 10,060 10,790
冷房料（半面） １時間あたり 5,030 5,390
暖房料（全面） １時間あたり 9,650 ー
暖房料（半面） １時間あたり 4,830 －
冷房料（全面） １時間あたり 490 530
冷房料（半面） １時間あたり 250 260
暖房料（全面） １時間あたり 540 －
暖房料（半面） １時間あたり 270 －
冷房料 １時間あたり 230 240
暖房料 １時間あたり 240 －
会議室照明料 １時間あたり 10 10

１時間あたり 10 10

備考

1 　やむを得ない理由により許可利用時間を超えて利用するとき，又は８時３０分から１７時までの時間の区分によらないで利用するときは，

その超える時間又は利用時間について，この表の「１時間までごとに」の欄に掲げる金額による利用料金を徴収する。

2 　利用時間が許可利用時間に満たない場合は，時間割計算は行わない。

弓　道　場

会　議　室

大　道　場

柔　道　場

剣　道　場

野球場カウント操作器

弓道場電光標示器

温水シャワー室

コインロッカー

施　設　名

拡声装置

利用料金（単位 円）

時  間  区  分

小会議室照明料

１回につき１００円

１時間あたりの利用料金（円）

アリーナ白熱灯

第１ボーダー

名称


